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【技 1-14-6】 

仮置場の運用にあたっての留意事項 
  

仮置場の運用にあたって、以下に示す。なお、仮置場の運用にあたっての留意事項の詳細については、

「廃棄物分別・処理実務マニュアル」（一般社団法人廃棄物資源循環学会・編著）で詳しく記述されて

いるため参照のこと。 

 

■仮置場運用のポイント 

仮置場運用のポイントは次のとおりである。なお、仮置場における環境対策、火災防止策の詳細につ

いては、【技 1-14-7】環境対策、モニタリング、火災防止策を参照のこと。 

 

【災害廃棄物の分別】 

・分別等は、各現場で作業を行う被災者やボランティアの余力や認識、采配に相当依存しており、担

当者やリーダーを決め、可能な範囲で行う。ボランティア活動との連携を図りつつ、安全確保及び

情報共有を徹底する。「災害廃棄物早見表」を活用すると良い。 

 

【搬入・搬出管理】 

・災害廃棄物の作業効率を高め、更に不法投棄を防止するためには、正確で迅速な搬入・搬出管理が

必要である。また、その後の処理量やコストを見積もる上でも、量や分別に対する状況把握を日々

行うことが望ましい。 

 

【野焼きの防止】 

・仮置場の設定が遅くなる、もしくは周知が徹底しない場合、野焼きをする住民が出てくる可能性が

ある。環境・人体への健康上、「野焼き禁止」を呼びかけておく必要がある。 

 

【仮置場の安全管理】 

・作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの排出に備え、必ず防じんマス

ク及びメガネを着用する。靴については、破傷風の原因となる釘等も多いため、安全長靴をはくこ

とが望ましいが、入手困難な場合、長靴に厚い中敷きを入れるなどの工夫をする。 

 

【仮置場の路盤整備】 

・仮置場の地面について、特に土（農地を含む）の上に集積する場合、散水に伴う建設機械のワーカ

ビリティーを確保するため、仮設用道路等に使う「敷鉄板」（基本リース品）を手当する。水硬性

のある道路用鉄鋼スラグ（HMS）を輸送し、路盤として使用することもできる。 

 

【搬入路の整備】 

・アクセス・搬入路については、大型車がアクセスできるコンクリート／アスファルト／砂利舗装さ

れた道路（幅 12m 程度以上）を確保し、必要に応じて地盤改良を行う。なお、発生した災害廃棄

物を、事後の復旧を考慮した上で浸水地区への仮設道路の基盤材として使うことも可能である。 
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